
大阪市水道事業管理規程第５号 

 

大阪市水道局の職制改正等に伴う関係規程の整備に関する規程 

 

（大阪市水道局公印、記章及び証票規程の一部改正） 

第１条 大阪市水道局公印、記章及び証票規程（昭和27年大阪市水道事業管理規程第６号）の

一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄

に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（公印管理者等の設置） 

第４条 [略] 

２ 公印管理者は、次のとおりとする。 

[⑴ 略] 

 ⑵ 専用公印 

公印 公印管理者 

[略] 

料金関係証明

専用局長印 

総務部北部方面

営業担当課長及

び総務部南部方

面営業担当課長 

試験成績証明

専用局長印 

水質管理研究セ

ンター所長 

[略] 

[３～５ 略] 

６ データ管理者は、公印に係る電子計

算機処理データを取り扱う課等（大阪

市水道局公文書管理規程（平成13年大

阪市水道事業管理規程第４号）第２条

第５号に規定する課等をいう。以下同

じ。）（複数の課等において取り扱わ

（公印管理者等の設置） 

第４条 [同左] 

２ [同左] 

 [⑴ 同左] 

 ⑵ 専用公印 

公印 公印管理者 

[同左] 

料金関係証明

専用局長印 

各水道センター

営業担当課長 

 

 

試験成績証明

専用局長印 

工務部水質試験

所長 

[同左] 

[３～５ 同左] 

６ データ管理者は、公印に係る電子計

算機処理データを取り扱う課等（大阪

市水道局公文書管理規程（平成13年大

阪市水道事業管理規程第４号）第２条

第５号に規定する課等をいう。以下同

じ。）（複数の課等において取り扱わ



れる公印に係る電子計算機処理データ

にあっては、当該公印を使用する事務

を統括する課等）の主管課長（当該事

務を主管する課等のリーダーである課

長、場長、所長及び担当課長をいう。

以下同じ。）又はこれに準ずる者をも

って充てる。 

れる公印に係る電子計算機処理データ

にあっては、当該公印を使用する事務

を統括する課等）の主管課長（当該事

務を主管する課等のリーダーである課

長、所長、場長及び担当課長をいう。

以下同じ。）又はこれに準ずる者をも

って充てる。 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

（大阪市水道局部課長代理規程の一部改正） 

第２条 大阪市水道局部課長代理規程（昭和32年大阪市水道事業管理規程第８号）の一部を次

のように改正する。 

  第４条第１項中「所長、場長」を「場長、所長」に、「副所長、副場長」を「副場長、副

所長」に改める。 

（大阪市水道局公文書管理規程の一部改正） 

第３条 大阪市水道局公文書管理規程（平成13年大阪市水道事業管理規程第４号）の一部を次

のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄

に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

（文書記号及び文書番号） 

第22条 [略] 

[２ 略] 

３ 前２項に規定する文書記号は、次の

とおりとする。 

 ⑴ 庁内文書 「水」を先頭に各部の

頭字並びに各課、場及びセンターの

頭字を続けて付したもの 

 

 

 

 

（文書記号及び文書番号） 

第22条 [同左] 

[２ 同左] 

３ [同左] 

 

 ⑴ 庁内文書 原則として「水」を先

頭に各部の頭字並びに各課、センタ

ー、場及び所の頭字を続けて付した

もの。ただし、事務分掌規程別表第

１局の項に掲げる水道センターにつ

いては、原則として「水」を先頭に

各水道センターの頭字を付したもの



 

 [⑵ 略] 

[４ 略] 

とする。 

 [⑵ 同左] 

[４ 同左] 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

（大阪市水道局内部統制基本規程等の一部改正） 

第４条 次に掲げる規程の規定中「所長、場長」を「場長、所長」に改める。 

 ⑴ 大阪市水道局内部統制基本規程（令和３年大阪市水道事業管理規程第15号）第６条第１

項 

 ⑵ 大阪市水道局職員研修規程（平成８年大阪市水道事業管理規程第１号）第５条 

 ⑶ 大阪市水道局企業職員の特殊勤務手当に関する規程（平成８年大阪市水道事業管理規程

第５号）第９条 

 ⑷ 大阪市水道局職員奨学規程（昭和28年大阪市水道事業管理規程第３号）第１条 

 ⑸ 大阪市水道局資産規程（昭和42年大阪市水道事業管理規程第６号）第３条 

 ⑹ 大阪市水道局契約規程（昭和42年大阪市水道事業管理規程第７号）第２条第１項 

 ⑺ 大阪市水道局保証金取扱規程（昭和28年大阪市水道事業管理規程第12号）第２条 

 ⑻ 大阪市水道局小口現金運用規程（昭和28年大阪市水道事業管理規程第21号）第４条第１

項 

 ⑼ 大阪市水道局公共料金支払現金運用規程（平成元年大阪市水道事業管理規程第７号）第

４条第１項 

（大阪市水道局における職員個人を被告とする損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規程等

の一部改正） 

第５条 次に掲げる規程の規定中「並びに同規程別表第１に掲げる水道センター、浄水場、施

設保全センター及び水質試験所」を「及び同規程別表第１に掲げる事業所」に改める。 

 ⑴ 大阪市水道局における職員個人を被告とする損害賠償請求訴訟の遂行の支援に関する規

程（平成27年大阪市水道事業管理規程第11号）第３条第４項 

 ⑵ 大阪市水道局における職員個人を被告とする損害賠償請求訴訟に係る弁護士費用の負担

に関する条例施行規程（平成27年大阪市水道事業管理規程第10号）第３条第４項 

（大阪市水道局ＩＣＴ計画の推進に関する規程の一部改正） 

第６条 大阪市水道局ＩＣＴ計画の推進に関する規程（平成28年大阪市水道事業管理規程第33

号）の一部を次のように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄

に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。 



改正後 改正前 

（定義） 

第２条 [略] 

 [⑴～⑶ 略] 

 ⑷ 課等 大阪市水道局事務分掌規程

（昭和39年大阪市水道事業管理規程

第10号。以下「事務分掌規程」とい

う。）第１条第１項に掲げる課及び

同規程別表第１に掲げる事業所をい

う。 

 

 [⑸ 略] 

 ⑹ 総合情報システム室 総務部ＤＸ

推進課長が管理する情報システムの

サーバ、ネットワーク機器等の基幹

機器を設置している部屋（基幹機器

を設置している委託先のデータセン

ター内のスペースを含む。）をい

う。 

[⑺ 略] 

（最高情報統括責任者等の設置） 

第４条 [略] 

[２ 略] 

３ 局にＩＣＴ統括責任者を置き、総務

部ＤＸ推進課長をもって充てる。 

[４～６ 略] 

（委員会の組織） 

第９条 [略] 

[２・３ 略] 

４  副委員長は、副最高情報統括責任

者、総務部長、連携推進担当部長、お

（定義） 

第２条 [同左] 

 [⑴～⑶ 同左] 

 ⑷ 課等 大阪市水道局事務分掌規程

（昭和39年大阪市水道事業管理規程

第10号。以下「事務分掌規程」とい

う。）第１条第１項に掲げる課並び

に同規程別表第１に掲げる水道セン

ター、浄水場、施設保全センター及

び水質試験所をいう。 

 [⑸ 同左] 

 ⑹ 総合情報システム室 総務部デジ

タル推進課長が管理する情報システ

ムのサーバ、ネットワーク機器等の

基幹機器を設置している部屋（基幹

機器を設置している委託先のデータ

センター内のスペースを含む。）を

いう。 

[⑺ 同左] 

（最高情報統括責任者等の設置） 

第４条 [同左] 

[２ 同左] 

３ 局にＩＣＴ統括責任者を置き、総務

部デジタル推進課長をもって充てる。 

[４～６ 同左] 

（委員会の組織） 

第９条 [同左] 

[２・３ 同左] 

４  副委員長は、副最高情報統括責任

者、総務部長、官民連携担当部長、広



客さまサービス担当部長、工務部長、

柴島再構築担当部長、技術業務再編担

当部長、浄水統括担当部長及び水道セ

ンター統括担当部長の職にある者をも

って充てる。 

[５ 略] 

（庶務） 

第13条 委員会の庶務は、総務部ＤＸ推

進課において処理する。 

域連携・海外支援担当部長、お客さま

サービス担当部長、工務部長、水道セ

ンター統括担当部長、浄水統括担当部

長及び管路更新担当部長の職にある者

をもって充てる。 

[５ 同左] 

（庶務） 

第13条 委員会の庶務は、総務部デジタ

ル推進課において処理する。 

備考 表中の[ ]の記載は注記である。 

（大阪市水道局庁内管理規程の一部改正） 

第７条 大阪市水道局庁内管理規程（昭和62年大阪市水道事業管理規程第１号）の一部を次の

ように改正する。 

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに対応す

る改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。 

改正後 改正前 

（庁舎内事務室の管理） 

第３条の２ 課、浄水場、設備保全セン

ター、水質管理研究センター及び水道

センターが庁舎において専用する事務

室（会議室、倉庫等を含む。以下同

じ。）の管理は、前条の規定にかかわ

らず、当該事務室を所管する課長、所

長及び場長（以下「所管課長等」とい

う。）が行う。 

[２～４ 略] 

別表（第１条及び第３条関係） 

 [表 別紙２ 挿入] 

（庁舎内事務室の管理） 

第３条の２  課、水道センター、浄水

場、施設保全センター及び水質試験所

が庁舎において専用する事務室（会議

室、倉庫等を含む。以下同じ。）の管

理は、前条の規定にかかわらず、当該

事務室を所管する課長、所長及び場長

（以下「所管課長等」という。）が行

う。 

[２～４ 同左]  

別表（第１条及び第３条） 

 [表 別紙１ 挿入] 

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載は注記である。 

（大阪市水道局安全衛生管理規程の一部改正） 

第８条 大阪市水道局安全衛生管理規程（令和５年大阪市水道事業管理規程第22号）の一部を

次のように改正する。 



次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲

げる規定の傍線を付した部分のように改める。 

改正後 改正前 

別表第１（第２条関係） 

 [表 別紙４ 挿入] 

別表第３（第５条関係） 

 [表 別紙６ 挿入] 

別表第１（第２条関係） 

 [表 別紙３ 挿入] 

別表第３（第５条関係） 

 [表 別紙５ 挿入] 

備考 表中及び表中に挿入される別紙の[ ]の記載は注記である。 

（大阪市水道局物品管理規程の一部改正） 

第９条 大阪市水道局物品管理規程（昭和28年大阪市水道事業管理規程第10号）の一部を次の

ように改正する。 

  第６条の２中「センター、場又は所」を「場又はセンター」に、「並びに同規程別表第１

に掲げる水道センター、浄水場、施設保全センター及び水質試験所」を「及び同規程別表第

１に掲げる事業所」に改める。 

   附 則 

 この規程は、令和６年４月１日から施行する。 

  



[別表 別紙１]  

庁舎 庁内管理者 

水道局庁舎 総務課長 

体験型研修センター 研修・厚生担当課長 

給水課庁舎（量水器） 給水課長 

東部水道センター 東部水道センター所長 

西部水道センター 西部水道センター所長 

南部水道センター 南部水道センター所長 

北部水道センター 北部水道センター所長 

柴島浄水場 柴島浄水場長 

庭窪浄水場 庭窪浄水場長 

豊野浄水場 豊野浄水場長 

施設保全センター 施設保全センター所長 

水質試験所 水質試験所長 

 備考 庁舎には庁内管理者が所管する事業所等を含む。 

  



[別表 別紙２]  

庁舎 庁内管理者 

大阪市水道局庁舎 総務部総務課長 

大阪市柴島浄水場 柴島浄水場長 

大阪市庭窪浄水場 庭窪浄水場長 

大阪市豊野浄水場 豊野浄水場長 

大阪市水道局設備保全センター 設備保全センター所長 

大阪市水道局水質管理研究センター 水質管理研究センター所長 

大阪市東部水道センター 東部水道センター所長 

大阪市西部水道センター 西部水道センター所長 

大阪市南部水道センター 南部水道センター所長 

大阪市北部水道センター 北部水道センター所長 

 備考 庁舎には庁内管理者が所管する事業所等を含む。 

 

  



[別表第１ 別紙３] 

 事業場 
総括安全衛生管

理者 

安全管理者

の定数 

衛生管理者

の定数 

安全運転管

理者の定数 

副安全運転

管理者の定

数 

水道局庁舎 [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 

東部水道センター 

 
[同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 

西部水道センター 

 
[同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 

南部水道センター 

 
[同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 

北部水道センター 

 
[同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部柴島浄水場 [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部庭窪浄水場 [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部豊野浄水場 [同左] [同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部施設保全セ

ンター 

工務部施設保全

センター所長 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部水質試験所 工務部水質試験

所長 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

 

  



[別表第１ 別紙４] 

 事業場 
総括安全衛生管

理者 

安全管理者

の定数 

衛生管理者

の定数 

安全運転管

理者の定数 

副安全運転

管理者の定

数 

大阪市水道局庁舎 [略] [略] [略] [略] [略] 

大阪市東部水道セ

ンター 
[略] [略] [略] [略] [略] 

大阪市西部水道セ

ンター 
[略] [略] [略] [略] [略] 

大阪市南部水道セ

ンター 
[略] [略] [略] [略] [略] 

大阪市北部水道セ

ンター 
[略] [略] [略] [略] [略] 

大阪市柴島浄水場 [略] [略] [略] [略] [略] 

大阪市庭窪浄水場 [略] [略] [略] [略] [略] 

大阪市豊野浄水場 [略] [略] [略] [略] [略] 

大阪市水道局設備

保全センター 

設備保全センタ

ー所長 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市水道局水質

管理研究センター 

水質管理研究セ

ンター所長 
[略] [略] [略] [略] 

 

  



[別表第３ 別紙５] 

事業場 委員会の名称 所管する事業場 委員長 委員の定数 

水道局庁舎 

 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

東部水道セン

ター 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

西部水道セン

ター 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

南部水道セン

ター 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

北部水道セン

ター 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部柴島浄

水場 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部庭窪浄

水場 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部豊野浄

水場 
[同左] [同左] [同左] [同左] 

工務部施設保

全センター 

施設保全セン

ター安全衛生

委員会 

工務部施設保全センターの所

掌事務に関する業務を行う事

業場 

工務部施設

保全センタ

ー所長 

[同左] 

工務部水質試

験所 

水質試験所安

全衛生委員会 

工務部水質試験所の所掌事務

に関する業務を行う事業場 

 

工務部水質

試験所長 [同左] 

 

  



[別表第３ 別紙６]  

事業場 委員会の名称 所管する事業場 委員長 委員の定数 

大阪市水道局

庁舎 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市東部水

道センター 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市西部水

道センター 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市南部水

道センター 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市北部水

道センター 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市柴島浄

水場 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市庭窪浄

水場 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市豊野浄

水場 
[略] [略] [略] [略] 

大阪市水道局

設備保全セン

ター 

設備保全セン

ター安全衛生

委員会 

設備保全センターの所掌事務

に関する業務を行う事業場 

設備保全セ

ンター所長 [略] 

大阪市水道局

水質管理研究

センター 

水質管理研究

センター安全

衛生委員会 

水質管理研究センターの所掌

事務に関する業務を行う事業

場 

水質管理研

究センター

所長 

[略] 

 


